
「部活動」から「地域クラブ活動」へ 

浅口市教育委員会 

 

 

 

全国的に急激な少子化が進み、廃部や単独で試合やコンクールに出られない学校が増えるなど、「部活

動」を従来と同様の学校単位での体制で運営することが難しくなっています。また、本来は休日であるは

ずの土日に、専門性や意思に関わらず教員が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することが、より

一層厳しくなっています。そこで、生徒が将来にわたってスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会

を確保するため、地域全体で関係者が連携し支えていく「地域クラブ活動」の設置を進めています。 

「地域クラブ活動」を展開することで、 

・自校の部活動にはない活動に参加することが可能になります。 

・複数の学校の生徒が集まることで、これまでは実施が難しかった多様な活動が可能になります。 

・専門性の高い指導を受けることで、技術や知識の向上が期待できます。 

 

 

国（スポーツ庁・文化庁）は、改革推進期間（令和５年～７年度）に、休日の部活動を地域展開する準

備を進め、改革実行期間（令和８年～１３年度）中に、休日は、全ての部活動において地域展開の実現を

目指すとしています。 

浅口市では、令和６・７年度に国の部活動地域移行実証事業を受託して、指導者の確保・財源の検討な

どの準備を進めてきました。今年度は、ソフトテニス・バスケットボール・バレーボール・吹奏楽など７

つの団体で地域クラブ活動をプレ実施しました。 

今年度、運動部は「新チームで参加する中体連の秋季大会」が終了した時から、吹奏楽部は各校で行う

秋のコンサートが終了した時から、休日の活動は、「地域クラブ活動」として活動することを目指してい

ます。 

平日の活動は部活動になりますので、従来どおり部活動入部届を提出してください。そして、秋季大会

終了後の休日の活動に参加を希望する場合は、希望するクラブに参加申し込みをするようになります。 

 

※生徒募集をかけて、参加希望者が５名以上で、認定地域クラブの登録申請に進みます。 

 部活動 地域クラブ活動

 運営主体 学校 浅口市認定地域クラブ
 指導者 教員、部活動指導員 地域の指導者、希望する教員（兼職兼業）
 参加者 その学校の生徒 地域の子どもたち
 活動場所 学校施設 学校施設、地域の公共施設
 費用負担 部費 月会費
 保 険 日本スポーツ振興センター災害共済 スポーツ安全保険

 
市 クラブ 生徒＆保護者

 令和８年４月 クラブ立ち上げ募集 立ち上げ希望の伝達
 令和８年５月～ 地域クラブの公開 

生徒募集

希望するクラブへ 

申し込み
 令和８年６月 認定地域クラブの登録 認定地域クラブ登録申請
 令和８年７月 指導者・保護者説明会 

指導者研修会開催

指導者説明会参加 

研修受講

保護者説明会参加

 令和８年８月 保護者会開催 保護者会参加
 令和８年９月～ クラブの指導開始 クラブへ参加開始
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中学１年生 

 

 

 

これまで通り、教員(顧問)による指導が基本となり、休日の地域クラブ活動指導者と連携を図りながら、

部活動を行います。平日の部活動顧問と休日の地域クラブ活動指導者は、練習メニュー・技術指導の方向

性・生徒の目標（大会結果など）を共有し、互いに連携して生徒(参加者)に対する適切な指導に努めます。 

国は、令和１１年度から１３年間を改革実行期間（後期）と位置付け、平日についても地域展開に向け

た取組を進めるとしています。浅口市では、平日の地域クラブ活動については、指導者の確保が大きな課

題ですが、平日の地域展開についても推進していきたいと考えています。 

 

 

Q 休日の部活動が地域に移行した場合、中体連の大会への参加はどうなるのですか？ 

A 中体連は、令和４年度から地域クラブ単位での大会の出場を認めています。ただし、種目ごとに 

出場の条件が異なるので、状況に応じて、学校の部活動として参加する場合もあります。 

Q 部活動が、地域に展開したら保護者の負担はどうなりますか？ 

A 地域展開後は、学校の活動ではなくなるため、指導者の謝金や保険料などの費用は保護者の負担に 

なります。会費は、スポーツ少年団等と同様に、各クラブが指導者・保護者で相談し、自由に設定す

る予定です。 

Q 地域クラブの指導者はどんな人がなるのですか？  

A 浅口市認定地域クラブ活動指導者要綱により、市が認定した人です。過去に部活動で指導実績のあ 

  る人、活動種目の経験を有し専門的に指導できる人、兼職兼業の許可を得た中学校の教員などです。 

Q 地域クラブへ参加する場合の移動方法は？               

A 自転車や家族の送迎など、各自での移動が基本となります。                  

その他の質問については、QR コードを読み込んで 

学校部活動の地域展開に関する Q＆A を参照してください。  

２０２７年（R９）以降　　２０２６年（R８）

・中 3 の夏まで、休日も所属している部活動で活動できます。

・中 2 の秋季大会終了まで、休日も所属している部活動で活動できます。そ
の後は、申し込みをした浅口市認定地域クラブで活動します。

部活動

部活動 地域クラブ

部活動 地域クラブ

・中１の秋季大会終了まで、休日も所属している部活動で活動できます。そ
の後は、申し込みをした浅口市認定地域クラブで活動します。


